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                   社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 

                   高齢者施設福祉部会長 高 原 敏 夫 

 

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部改正（介護保険施設等における感染対策委員会の見直し）」 

に関する意見提出について 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平成２０年７月２３日付で意見募集された標題の件について、下記のとおり意見を提

出いたしますので、よろしくお取り計らいください。 

 

記 

 
○提出意見 
  本会 高齢者施設福祉部会は、東京の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費

老人ホームの協議会です。部会内の１つの委員会で意見を取りまとめたので提出い

たします。 
 
  （高齢者施設福祉部会 職員研修委員会 生活相談員研修委員会） 
  「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正（介

護保険施設等における感染対策委員会の見直し）」に関する意見 
 

 

【問い合わせ先】 

 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 福祉部 高齢担当（大 槻） 

 〒１６２－８９５３ 東京都新宿区神楽河岸１－１ 

 ＴＥＬ：０３－３２６８－７１７２ ＦＡＸ：０３－３２６８－０６３５ 

 

 



「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の 

一部改正（介護保険施設等における感染対策委員会の見直し）」 

に関する意見提出 

 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 

                       高齢者施設福祉部会 職員研修委員会 
                      生活相談員研修委員会 

 委員長  水 野 敬 生 
 
 
感染対策委員会の開催頻度の見直しについて 

 

現行の感染対策委員会は、「１月に１回程度定期的に開催」とされており、当部会の会員

施設においても、規程のとおりに実施しているところであり、感染症の流行期には月に 1

回以上開催しているのが現状である。 

委員会の実施を形式的に行なうべきでなく、状況に適切に対応できるようにする必要が

ある。施設の実情や流行期、発生の状況等を総合的に勘案して、適切な頻度で開催すると

いうように改正することを要望する。 

 
 


